
　　　　(６）　税務署別の免許場数

製造免許
場　　数 卸 売 業 小 売 業 卸 売 業 小 売 業 設置場数 設置台数

場 場 場 場 者 者 場 台

札 幌 中 8 5 52 161 8 128 4 7

札 幌 北 9 3 20 647 6 484 26 32

札 幌 南 14 5 21 684 4 486 51 77

札 幌 西 10 1 33 518 8 391 23 26

札 幌 東 12 3 31 445 8 311 22 35

函    館 8 5 27 699 9 576 100 126

小    樽 21 11 20 320 9 265 27 29

旭 川 中 14 3 12 262 3 214 8 8

旭 川 東 2 2 11 355 3 251 33 37

室    蘭 4 3 7 428 2 337 61 84

釧    路 2 2 17 512 2 429 27 37

帯    広 5 5 14 529 6 420 13 19

北    見 5 3 10 272 2 223 15 17

岩 見 沢 14 4 9 412 3 333 19 24

網    走 5 4 6 238 4 211 14 19

留    萌 1 1 8 165 5 153 6 6

苫 小 牧 － － 11 375 1 294 34 42

稚    内 － － 6 234 3 212 19 23

紋    別 2 1 5 205 2 195 9 9

名    寄 － － 5 203 3 179 15 17

根    室 1 1 7 191 4 179 19 23

滝    川 2 2 8 266 4 233 23 31

深    川 － － 4 137 1 120 11 11

富 良 野 3 3 2 121 1 108 9 23

八    雲 － － 6 164 3 141 4 4

江    差 2 2 4 125 2 110 6 6

倶 知 安 1 1 6 235 3 205 30 32

余    市 8 2 4 93 2 84 1 1

浦    河 2 1 8 170 1 155 39 42

十勝池田 5 1 3 139 2 128 8 10

合    計 160 74 377 9,305 114 7,555 676 857

（注）　この表は「（１）酒類の製造免許場数」「（４）酒類販売業免許場数及び酒類販売業者数」を税務署別
　　　に示したものである。
　　　　卸売業には「販売方法に条件が付されていないもの及び卸売に限る旨の条件が付されたもの」を揚げ、
　　　小売業には「販売方法に小売に限る旨の条件が付されているもの」を示した。

酒類自動販売機
税務署名 製造場数

販 売 場 数 販 売 業 者 数


